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平成２７年１０月２１日 

法務省矯正局 

 民間競争入札実施事業 

刑事施設における運営業務の実施状況について(案) 

Ⅰ 事業の概要 

１ 委託業務の内容 

黒羽刑務所，静岡刑務所及び笠松刑務所における運営業務 

（１）総務業務及び警備業務（静岡刑務所及び笠松刑務所） 

（２）作業業務，職業訓練業務，教育業務及び分類業務（黒羽刑務所，静岡刑

務所及び笠松刑務所） 

２ 実施期間 

平成２２年４月２８日～平成２９年３月３１日 

３ 受託事業者 

（１）総務業務及び警備業務（静岡刑務所及び笠松刑務所） 

株式会社アール・エス・シー（グループ：三菱電機株式会社, 三菱電機

システムサービス株式会社,大新東株式会社） 

（２）作業業務，職業訓練業務，教育業務及び分類業務（黒羽刑務所，静岡刑

務所及び笠松刑務所） 

三井物産株式会社（グループ：エームサービス株式会社,三井物産ファ

シリティーズ株式会社,株式会社小学館集英社プロダクション） 

４ 受託事業者決定の経緯 

（１）総務業務及び警備業務 

入札参加者は３者であり，いずれも入札参加資格を満たしていた。後日

２者が入札を辞退し,平成２２年４月１日に開札を行ったところ, 上記

受託事業者は予定価格の範囲内であったため,同者が落札者となった。 

（２）作業業務，職業訓練業務，教育業務及び分類業務 

入札参加者は３者であり，いずれも入札参加資格を満たしていた。後日

１者が入札を辞退し, 平成２２年４月１日に開札を行ったところ，予定
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価格の範囲内であったのが上記受託事業者のみであったため,同者が落

札者となった。 

 

 

Ⅱ 確保されるべき対象公共サービスの質の確保の状況及び評価 

 

１ 確保されるべき質の確保状況（平成２２年度～同２６年度） 

（１）共通 

確保されるべき水準として設定した項目 評価 

入札単位（①総務業務及び警備業務，②作

業業務，職業訓練業務，教育業務及び分類業

務）ごとに，総括業務責任者（本業務全体を

総合的に把握し調整を行う者）各１名を置

くこと。 

入札単位ごとに，総括業務責任者各

１名を置き，業務を総括させた。 

対象施設ごとの各区分（①総務業務，②警

備業務，③作業業務・職業訓練業務，④教育

業務・分類業務）ごとに，業務責任者（各業

務を総合的に把握し調整を行う者）各１名

を置くこととし，各施設に常駐させること。 

対象施設ごとの業務区分ごとに，業務

責任者各１名を置き，各施設に常駐させ

た。 

 

（２）総務・警備業務 

 確保されるべき水準として設定した項目 評価 

共通

事項 

民間事業者が適正に業務を遂行し

なかったことに起因して，被収容者の

逃走事故，暴動・騒じょう及び自殺事

故（既遂に限る。）が発生しないよう

にすること。（指標：年間０件） 

民間事業者が適正に業務を遂行しな

かったことに起因する被収容者の逃走

事故，暴動・騒じょう及び自殺事故（既

遂）は発生していない。 

民間事業者が適正に業務を遂行し

なかったことに起因して，施設で火災

が発生しないようにすること。（指標：

年間０件） 

民間事業者が適正に業務を遂行しな

かったことに起因する火災は発生して

いない。 

施設の保安に係る情報及び被収容

者の個人情報を漏えいしないこと。

（指標：年間０件） 

施設の保安に係る情報及び被収容者

の個人情報の漏えいは発生していな

い。 

各種システムへの入力及び書類・資

料の作成については，過誤がないよう

各種システムの入力過誤等が５件発

生した（修正等により，実害は生じて
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にすること。 いない。）。 

受付業務について，相手方に不快な

印象を与えないようにすること。 

相手方に不快な印象を与えないよう

に対応し，苦情等はなかった。 

総務

業務 

訴訟関係文書など被収容者の権利

利益に直接関わる文書については，本

人に不利益が生じないよう迅速かつ

適切に処理すること。 

被収容者に不利益が生じるような不

適切な取扱いはなかった。 

ホームページは原則として毎月，そ

の他施設の広報上の必要に応じて適

宜更新すること。 

毎月又はその他施設の広報上の必要

に応じて，ホームページを更新した。 

領置物品を汚損，破損及び紛失しな

いこと。 

領置物品の汚損等事案が，３件発生

した（クリーニング，弁済等を行い，

実害は生じていない。）。 

領置物品，差入れ物，信書及び購入

物品を誤交付しないこと。 

領置物品，差入れ物，信書及び購入

物品の誤交付が，２０件発生した（回

収及び再交付等を行い，実害は生じて

いない）。 

２４時間運転業務が対応可能な体

制とすること。 

運転業務について，２４時間対応可

能な体制とした。 

警備

業務 

業務遂行中，異状を認めた場合に

は，直ちに国の職員に連絡すること。 

業務遂行中，異状を認めた場合には，

直ちに国の職員に連絡した。 

施設内への確実な入退出管理を行

うこと。 

施設内への入退出時の検査疎漏及び

施錠確認の疎漏事案が２件発生した

（直ちに是正措置を講じており，実害

は生じていない。）。 

従事する業務の内容等に応じ，施設

内の各エリア・室への入退出を制限す

る措置を講ずること。 

施設を構造，用途，動線を踏まえた

複数のセキュリティレベルに分割して

捉え，各レベル及び運用に応じた監視

カメラの増設置及び警備員の増配置等

を行うことにより適切な入退出制限を

行った。 

被収容者が危険物や持込制限物品

（携帯電話等）を取得しないようにす

ること。 

被収容者が危険物や持込制限物品

（携帯電話等）を取得することはなか

った。 

構内外巡回については，２時間に１

回以上の頻度で実施すること。 

２時間に１回以上の頻度で構内外巡

回を実施した。 
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警備機器については，正常に作動し

ている状態を常に維持すること。仮に

障害が発生した場合であっても，直ち

に代替措置を講じた上，６時間以内に

応急復旧すること。 

警備機器の障害が，６時間を超えて

継続する事案は発生しなかった。 

信書の検査については，受付をした

日のうちに処理すること。 

受付をした日のうちに，処理できな

かった事案が１件発生した。 

収容棟，職業訓練棟，運動場など被

収容者が立ち入る場所については，月

１回以上保安検査を実施すること。 

収容棟，職業訓練棟，運動場など被

収容者が立ち入る場所については，月

１回以上保安検査を実施した。 

全ての被収容者の着衣及び所持品

を月２回以上検査すること。 

全ての被収容者の着衣及び所持品を

月２回以上検査した。 

 

（３）作業業務，職業訓練業務，教育業務及び分類業務 

 確保されるべき水準として設定した項目 評価 

共通

事項 

民間事業者が適正に業務を遂行し

なかったことに起因して，施設で火災

が発生しないこと。（指標：年間０件） 

民間事業者が適正に業務を遂行しな

かったことに起因する火災は発生して

いない。 

施設の保安に係る情報及び被収容

者の個人情報を漏えいしないこと。

（指標：年間０件） 

施設の保安に係る情報及び被収容者

の個人情報の漏えいは発生していな

い。 

各種システムへの入力及び書類・資

料の作成については，過誤がないよう

にすること。 

各種システムへの入力及び書類・資

料の作成について，過誤が１件発生し

た。 

作業

業務 

・ 

職業

訓練

業務 

職業訓練については，当該訓練の指

導経験を有する講師を，常時１名以

上，指導に従事させること。 

常時１名以上，職業訓練の講師（当

該訓練の指導経験を有する者）を配置

し，指導に従事させた。 

作業事故を発生させないように作

業技術指導又は安全衛生指導を行う

こと。 

作業事故を発生させないよう，作業

技術指導又は安全衛生指導を行った。 

給食について，食中毒を発生させな

いように作業技術指導又は安全衛生

指導を行うこと。 

食中毒を発生させないよう，給食の

作業技術指導又は安全衛生指導を行っ

た。 
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被収容者に提供する衣類及び寝具

については，清潔で，破れにくく，か

つ，汚れにくいものとすること。 

衣類及び寝具の提供について，仕様

の異なる２種類の衣類を国の承認を得

ることなく提供していたことがあった

ものの，速やかに改善され，確保すべ

き公共サービスの質が保たれていた。 

教育

業務 

全受刑者が在所期間中に１科目以

上の改善指導又は教科指導を受講す

ることができるよう，必要な科目を

提供すること。 

全受刑者が在所期間中に１科目以上

の改善指導又は教科指導を受講するこ

とができるよう必要な科目を提供して

いた。 

その

他 

受刑者に対する釈放時アンケート

（別紙３参照）における次の項目に係

るアンケート結果の意見を踏まえた

刑事収容施設及び被収容者等の処遇

に関する法律（平成１７年法律第５０

号）第７条第１項に定める刑事施設視

察委員会の意見に配慮し，業務を実施

すること。 

 アンケートにおいて食事の味が薄い

との意見が多かったことを踏まえ，塩

分以外での調味料を工夫したり，減塩

味噌を含む味噌の種類を増加し，塩分

摂取量を抑える工夫を行う等配慮し

た。 

 

２ 民間事業者からの提案に関する実施状況 

（１）共通 

・ 刑事施設の運営業務の管理監督に必要な人的体制，緊急事態発生時の

管理体制を構築した。 

・ 民間事業者職員に対するコンプライアンス，情報セキュリティ，個人

情報保護に関する研修を実施した。 

・ 人材派遣会社と提携し，女性職員の安定的な人材確保を図った。 

・ 民間職員が，刑事施設において勤務する上で必要な知識を習得させる

ための各種研修を実施した。 

（２）総務業務及び警備業務 

ア 共通 

・ 民間職員の安定的な確保策として，地元から優先的に職員を採用し

た。 

・ 警備業務の責任者として，消防及び救命に係る資格を有する者を配

置した。 

・ 笠松刑務所においては，特に，総務業務は，離職率３０パーセント

以内とする目標を上回る状況が認められた。 
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イ 総務業務 

・ 静岡刑務所及び笠松刑務所のホームページに，施設概要，矯正教

育，職業フォーラム及び矯正展のお知らせ等の情報を掲載した。 

・ 運転業務について，平日夜間及び休日に緊急の対応を可能とした。 

・ 面会予約システムを構築し，ホームページから予約を可能とした。 

ウ 警備業務 

・ 各システムの状態を日常的に点検し，障害発生を未然に防止すると

ともに，障害発生時の運用マニュアルを整備し，障害発生を想定した

研修を年２回実施することとした。 

・ 制御装置を二重化し，一部に障害が発生しても運用の継続を可能と

した。 

（３）作業業務，職業訓練業務，教育業務及び分類業務 

ア 共通 

・ 人材派遣会社と提携し，職員の安定的な雇用等を図った。また，地元

から優先的に職員を採用した。 

・ 他の事業所との人材交流が可能な体制とし，省力化及び人材育成を図

った。 

・ 刑事施設で勤務する上で必要な知識を習得するための各種研修を実

施した。 

・ 資格取得費用の助成など，指導員のスキルアップを図った。 

・ ＩＣカードを利用した入退室の管理システムを導入した。 

イ 作業業務 

・ 総合商社のネットワークを活用して作業受注活動を行い，社会貢献的

作業として，介護施設で使用する車椅子の清掃作業を導入した（ただ

し，刑事施設特有の制約から，民間事業者の受注に係る作業の導入は

一部にとどまった。）。 

ウ 職業訓練業務 

・ 職業訓練と就労の連携に資するため，職業訓練に関連する企業に対し，

職業フォーラムへの参加を依頼した。また，職業フォーラム参加企業

に対し，協力雇用主への登録等を依頼した。 

・ 給食業務について，担当企業が保有するメニューの中から，季節感や

地域特性等を意識した献立を作成した。 

・ 非常時においても被収容者に対する食事の供給が途絶えることのな

いよう，長期保存食を各施設４日分の追加整備を行った。 

エ 教育業務 

・ 各種一般改善指導のプログラムを実施したほか，「こころのトレーニ
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ング」等全被収容者を対象としたワークブックを実施。また，一部科目

については効果検証を実施するとともに，その成果を公表した。 

・ 備付図書の貸出業務について，専用のソフトウェアを導入し，業務の

効率化を図った。 

・ 施設ごとのニーズを踏まえて通信教育の科目を選定し，多くの科目を

提供可能とした。 

オ 分類業務 

・ 各施設にキャリアコンサルタント等を配置又は派遣し，職業フォーラ

ムと連携した就労支援を実施した。 

 

３ 拡大措置検討委員会による事業評価等 

公共サービス改革法第１条の趣旨に照らし，公共サービスの質の維持向

上及び経費の節減の観点から検討を行うこととされ，法務省矯正局による実

施状況についての調査結果の分析のほか，拡大措置検討委員会による現地視

察及び官民双方の関係者からのヒアリング等の結果を基に評価がなされた。 

その概要は，以下のとおりである。 

（１）法務省矯正局による実施状況調査結果の分析 

ア モニタリング実施結果 

     モニタリングの結果からは，平成２２年度事業の実施開始から年数

を経るにつれ，民間事業者職員の業務の習熟度の向上に応じ，減額ポ

イントの計上が減っていることが認められた。 

   また，事業開始から年数を経るにつれ，功績ポイントの計上が増えて

おり，民間のノウハウを生かした業務の質が向上している状況も認め

られた。 

イ 現地国職員及び民間事業者へのヒアリング 

黒羽刑務所，静岡刑務所及び笠松刑務所において勤務する国職員，民

間事業者職員を対象としたヒアリングの結果から，本事業により，国

の負担の軽減，民間のノウハウが生かされた運営，業務の質の向上を

実感している状況が認められた。特に，業務の全てを一括して民間に

委託した業務については，負担軽減の効果が顕著に現れている。 

一方で，複雑な根拠法令に基づく知識の習得が必要で刑事施設の特

有の専門性が問われる名籍業務や会計業務の一部については，国が実

施することが適当であり，また，作業受注業務については，刑事施設特

有の制約から民間事業者のノウハウが十分発揮できておらず，期待し

たほどの効果が得られていない。   

ウ 民間事業者が提案した職業訓練に係る資格の取得状況 
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民間事業者からの提案により，社会の労働需要に見合った各種職業

訓練が実施されている。これらの多くは，出所後の就労に役立つ資格

の取得が可能な科目であり，本事業を実施したことにより，業務の質

が向上している状況が認められた。 

エ 就労支援策（職業フォーラム）の実施状況 

     「職業フォーラム」は，民間事業者からの提案による受刑者の就労支

援の取組であるが，出所後の就労につながった事例が多数の実績とな

って現れており，本事業において，民間事業者の提案によって業務の

質が向上したものの典型例であると認められる。 

オ 民間事業者による教育プログラムの実施状況 

民間事業者の提案による８科目の教育プログラムが実施されてい

る。また，民間事業者の提案による教育プログラムとして，認知行動モ

デルに基づくワークブックを用いた自習形式の教育プログラムが実施

されている。 

民間事業者職員が改善指導を実施することにより，より一般社会に

近い状況下で，社会復帰のための働きかけを行うことが可能となるな

ど，業務の質が向上していると認められる。 

カ 釈放時アンケート等の意見 

     釈放時アンケートの分析結果から，本事業開始前と比べて多くの項

目で，好意的，肯定的又は歓迎的に捉えられており，総じて，業務の質

の向上が認められる。 

（２）拡大措置検討委員会による現地視察及び関係者ヒアリング 

静岡刑務所及び笠松刑務所を訪問し，本事業の実施状況の視察及び官

民の職員へのヒアリングを行った。 

その結果，従前，国職員により実施していた業務の全てを一括して民間

事業者に委託した業務を中心に，国の負担が軽減されている状況が確認

できた。教育業務や職業訓練業務については，民間のノウハウを生かした

指導がなされているなど，おおむね順調に業務が実施されている状況が

確認できた。 

一方で，調理科等の職業訓練の対象者不足，面会予約システムの利用が

低調である状況，作業の受注業務について，刑事施設特有の制約により順

調に実施されていない状況が認められた。 

また，民間事業者の職員採用時における適性確認や業務内容の説明な

どにより，離職率の低下に向けた改善努力が認められた。 

（３）拡大措置検討委員会による本事業の評価 

総務・警備業務，作業・職業訓練・教育・分類業務のいずれにおいても，
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おおむね経費節減効果及び業務の質が向上している状況が認められた。

この結果，事業全体としては，入札実施要項において示された目的を達成

し，入札当時に期待した効果が得られているものと評価できる。 

一方，刑事施設特有の専門性が問われ，習熟に時間のかかる民間委託に

なじみづらい業務や，刑事施設特有の制約から順調に実施できていない

業務があることも判明した。 

    なお，再犯防止対策の充実を求める社会的要請，被収容者の高齢化等新

たな課題への対応の必要性など，平成２９年３月の事業終了後において

も，引き続き，本事業開始時と同程度レベルの民間委託を実施すべき事情

が存在している。 

     

４ 評価 

確保されるべき質として設定した項目について，一部に，過誤や疎漏が

あったものの，是正措置等が執られている（刑事施設の運営に支障が生じ

るような事故等は，発生していない。）。 

拡大措置検討委員会においては，一部に，複雑な根拠法令に基づく知識

の習得が必要であるなど刑事施設特有の専門性が問われ，国で実施するこ

とが適当な業務（刑期計算を伴う名籍業務等）や，刑事施設特有の制約か

ら民間事業者のノウハウが十分発揮できていない業務（作業受注業務）が

あるものと認められたものの，本事業全体としては，入札実施要項におい

て示された目的を達成し，入札当時に期待した効果が得られているものと

評価された。 

このため，本事業全体としては，各業務とも確保すべき水準に対し，適

切に業務が実施されているとともに誠実な対応がなされているものと評価

できる。 

 

 

Ⅲ 実施経費の状況及び評価 

１ 総務業務及び警備業務 

平成２３年度～同２６年度における事業実施に要した経費（４箇年平

均）３２５，１９０千円と，従来経費である平成１９年度及び同２０年度

（２箇年平均）の３３２,１２０千円を比較したところ，６,９３０千円

（対平成１９～２０年度比２.１％）削減されており，民間競争入札導入の

効果があったものと評価することができる。 

２ 作業業務，職業訓練業務，教育業務及び分類業務 

給食に係る費用等事業費の支払い方法に一部実績払いが導入されている
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ことから，実際の支払い金額と単純に比較することはできないため，実績

払いの部分の金額を平成１９年度及び平成２０年度の水準であったと仮定

して試算した金額と比較した。 

平成２３年度～同２６年度における事業実施に要した経費（４箇年平

均）１，２４７，１６６千円と，従来経費である平成１９年度及び同２０

年度（２箇年平均）の１，３０５,４５３千円を比較したところ，５８,２

８７千円（対平成１９～２０年度比４.５％）削減されており，民間競争入

札導入の効果があったものと評価することができる。 

 

Ⅳ 評価のまとめ 

本事業は，競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３３条の３

に基づき，いわゆる特定業務を含めた委託を実施してきたところであるが，上

記Ⅱのとおり各業務については，おおむね適正に履行されるなど公共サービス

の質は維持され，また上記Ⅲのとおり経費削減の点においても効果を挙げてい

ると評価することができる。 

一方で，一部に，複雑な根拠法令に基づく知識の習得が必要であるなど刑事

施設特有の専門性が問われ，国で実施することが適当な業務（刑期計算を伴う

名籍業務等）や，刑事施設特有の制約から民間事業者のノウハウが十分発揮で

きていない業務（作業受注業務）があるものと認められたところ，より多くの

民間事業者の参入を促す観点からも，委託の在り方について見直しが不可欠で

ある。 

したがって，今後については，事業の内容を精査しつつ，本事業と同程度の

事業規模で委託の継続を検討することとし，引き続き公共サービスの質の維持

向上及び経費の削減を図ることとしたい。 

 

 

 


